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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－１ 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  １ 効率的な運営が行われる組織体制の整備 
（１）機動的・効率的な組織運営 
（２）管理会計の活用による経営管理の向上 

  ２ 業務の電子化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

－ － － － － － － － － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣によ

る評価 業務実績 自己評価 

 Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

 

１．効率的な運営が行われる組織体

制の整備 

効率的な業務運営が行われるよう

組織を整備するとともに、独立行政

法人改革等に関する基本的な方針を

踏まえ、継続的に事務・事業や組織の

点検を行い、機動的に見直しを実施

し、各事業の成果を最大化するため

に必要な、メリハリの効いた組織体

制の整備を図ること。 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１ 効率的な運営が行われる組織体

制の整備 

（１）機動的・効率的な組織運営 

政策目的の実現並びに独立の経営

体としての採算性の確保、経営効率

の向上を図るため、業務運営の効率

化とともに最大限の成果を上げるべ

く組織の整備を行い、都市機能の高

度化及び居住環境の向上を通じた都

市の再生、良好な居住環境を備えた

賃貸住宅の安定的な確保、災害から

の復旧・復興支援、都市開発の海外展

開支援等の業務の実施において、社

会経済情勢の変化に対し的確に対応

するとともに、継続的に事務・事業や

組織の点検を行い、機動的に見直し

を行う。 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１ 効率的な運営が行われる組織体

制の整備 

（１）機動的・効率的な組織運営 

政策目的の実現並びに独立の経営

体としての採算性の確保、経営効率

の向上を図るため、業務運営の効率

化とともに最大限の成果を上げるべ

く組織の整備を行い、都市機能の高

度化及び居住環境の向上を通じた都

市の再生、良好な居住環境を備えた

賃貸住宅の安定的な確保、災害から

の復旧・復興支援、都市開発の海外展

開支援等の業務の実施において、社

会経済情勢の変化に対し、ＳＤＧｓ

やＥＳＧ、ＤＸといった視点を踏ま

え的確に対応するとともに、継続的

に事務・事業や組織の点検を行い、機

動的に見直しを行う。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・継続的に事務・事業や組織の点検を

行い、機動的に見直しを実施し、各

事業の成果を最大化するために必

要な、メリハリの効いた組織体制の

整備が図られているか。 

＜主要な業務実績＞ 

所期の目標達成に向けて最大限

の成果を上げられる組織を目指し、

ＵＲ賃貸住宅ストックの活用・再生

の推進や、海外展開支援に係る体制

の強化、サイバーセキュリティの強

化等に向けた体制整備を図るべく

事務・事業や組織の点検及び見直し

を行った。 

＜評定と根拠＞Ⅱ-１-（１）（２）、

Ⅱ-２ 

評定：Ｂ 

 

組織体制の整備に当たっては、賃

貸住宅部門におけるストックの活

用・再生の推進や海外展開支援に係

る体制の強化、サイバーセキュリテ

ィの強化等、メリハリの効いた組織

体制を整備するべく事務・事業や組

織の点検・見直しを行うことで、業

務運営の効率化とともに最大限の

成果を上げられる組織体制の構築

に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

管理会計の活用により、引き続き

経営管理の精度向上を図るととも

に、部門別の財務情報等を適切に作

成し、公表した。 

 

 

 

 

 

ＤＸ推進方針に基づき、デジタル

人材の育成等の各施策を推進し、当

該方針の行動計画である「ＤＸアク

ションプラン」を策定し今後実行す

ることにより、顧客サービスの向

上、業務の効率化や生産性をさらに

向上させていくことが期待される。 

 

家賃管理・収納管理システムを稼

  

（２）管理会計の活用による経営管

理の向上 

経営情報を適時適切に把握する

等、機構の経営管理・活動管理に、管

理会計を引き続き活用する。 

（２）管理会計の活用による経営管

理の向上 

経営情報を適時適切に把握する

等、機構の経営管理・活動管理に、管

理会計を引き続き活用する。 

管理会計を活用し、部門別及び圏

域・地区別の経営情報を適時適切に

把握することにより、引き続き経営

管理の徹底に努めるとともに、経営

管理・活動管理の状況について、部

門別の財務情報等を作成・公表し

た。また、研修の実施等により経営

管理に対する意識の更なる強化を

図った。 

 

２．業務の電子化 

政策実施機能の最大化に資するIT 

基盤の整備、職員のワーク・ライフ・

バランス推進、業務の効率化・生産性

向上、テレワーク等の新たな勤務形

態の実現等に資する新たなシステム

導入を図ること。システムの整備及

び管理にあたっては、デジタル庁が

策定した「情報システムの整備及び

２ 業務の電子化 

情報セキュリティ対策の強化やＩ

Ｔ技術の高度化にも対応しつつ、各

業務システム・情報開示のあり方の

見直し・改善を行い、顧客ニーズの多

様化へ対応した利便性の向上を図る

ため、必要なＩＴ基盤の整備を計画

的に進める。 

システムの整備及び管理にあたっ

２ 業務の電子化 

「デジタル社会の実現に向けた重

点計画」（令和４年６月７日閣議決

定）や「情報システムの整備及び管理

の基本的な方針」（令和３年 12 月 24

日デジタル大臣決定）も踏まえたＤ

Ｘ推進方針に基づき、ＤＸを推進す

る。 

情報セキュリティ対策の強化やＩ

ＤＸ推進方針に基づき、全職員の

ＤＸリテラシー向上を図りつつ、デ

ジタル人材の育成、サービス向上や

業務効率化に記す施策を推進した。

また、ＤＸ施策を体系的に整理し、

当該方針を具現化する行動計画と

して令和６年３月に「ＤＸアクショ

ンプラン」を策定した。 

情報セキュリティ対策の強化や
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管理の基本的な方針」（令和３年 12 

月 24 日デジタル大臣決定）に則り、

システムの適切な整備及び管理を行

うとともに、システムの整備及び管

理を行う PJMO を支援するため、PMO 

の設置等の体制整備を行うこと。 

ては、デジタル庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理の基本的な方

針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大

臣決定）に則り、システムの適切な整

備及び管理を行うとともに、システ

ムの整備及び管理を行うＰＪＭＯを

支援するため、ＰＭＯの設置等の体

制整備を行う。 

職員のワーク・ライフ・バランス推

進、意思決定手続の迅速化など業務

の効率化・生産性の向上、テレワーク

等の勤務形態の実現に資する新たな

システム導入を図る。 

Ｔ技術の高度化にも対応しつつ、各

業務システム・情報開示のあり方の

見直し・改善を行い、顧客ニーズの多

様化へ対応した利便性の向上を図る

ため、必要なＩＴ基盤の整備を計画

的に進める。 

システムの整備及び管理にあたっ

ては、デジタル庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理の基本的な方

針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大

臣決定）に則り、システムの適切な整

備及び管理を行うとともに、ＰＭＯ

の体制整備を行い、システムの整備

及び管理を行うＰＪＭＯへの支援を

推進する。 

社会環境の変化を踏まえ、職員の

ワーク・ライフ・バランス推進、意思

決定手続の迅速化など業務の効率

化・生産性の向上、ＲＰＡの効果的な

活用を推進する。 

ＢＩＭの活用を前提とした設計図

書の作成等を試行的に実施し、効果

的な活用方法等の検証を進める。 

ＩＴ技術の高度化に対応させた家

賃管理・収納管理システムを令和５

年５月に稼働させるとともに、必要

なＩＴ基盤の整理として、次期イン

ターネット分離システムの構築に

着手した。 

また、システムの整備及び管理に

当たっては、ＰＭＯの設置等の体制

整備を行うとともに、手順書に基づ

き、システムの整備及び管理を行う

ＰＪＭＯに対する支援を開始した。 

 

業務の効率化・生産性の向上に当

たっては、ＲＰＡの導入により、業

務時間の短縮及びヒューマンエラ

ーの縮減を実現した。 

また、これまでのＲＰＡ導入に伴

う課題や職員自らがＲＰＡを開発・

導入(内製化)する試行実施の結果

を踏まえ、「ＲＰＡ導入ガイドライ

ン」を改訂した。 

 

また、顧客ニーズの多様化へ対応

した利便性の向上を図るため、令和

２年度に公表したウェブアクセシ

ビリティ方針に基づく施策として、

機構ホームページ全ページ検査に

よって検出された要改修箇所につ

いて対応を行った。 

新築分野については、「集合住宅

設計ＢＩＭガイドライン」及びＢＩ

Ｍデータ類を令和５年５月に公開

した。 

働させ、さらに次期インターネット

分離システムの構築に着手し、適時

適切な情報セキュリティ対策を推

進した。 

 

 

また、システムの整備及び管理に

当たって、ＰＭＯの設置等の体制整

備を完了し、手順書に基づきＰＪＭ

Ｏに対する支援を開始した。 

 

 

ＲＰＡの導入により、業務時間の

短縮及びヒューマンエラーの縮減

を実現した。 

 

今般の「ＲＰＡ導入ガイドライ

ン」の改訂により、内製化によるＲ

ＰＡの導入プロセスを確立した。 

 

 

 

機構ホームページについて、ウェ

ブアクセシビリティ方針に沿って、

誰もが支障なく利用できるように

するため、ウェブアクセシビリティ

の対応を行った。 

 

 

設計ＢＩＭガイドライン及びＢ

ＩＭデータ類の公開により、新技術

を活用した住宅の生産・管理プロセ

スのＤＸの推進に寄与した。 

 

以上により、年度計画における所

期の目標を達成していることから、

Ｂ評定とする。 

 
４．その他参考情報 

無し。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－２ 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ３ 適切な事業リスクの管理等 
（１）事業リスクの管理 
（２）事業評価の実施 

  ４ 一般管理費、事業費の効率化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費について、

平成 30 年度と令和 5 年

度を比較して３％以上

に相当する額を削減 

（計画値） 

▲３％以上 － － － － － ▲３％以上 － 

一般管理費について、

平成 30 年度と令和 5 年

度を比較して３％以上

に相当する額を削減 

（実績値） 

－ － ▲3.87％ ▲0.09％ +21.09％ +24.55％ ▲3.01％ － 

達成率 － － － － － － － － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 ３．適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

 機構が、地方公共団体や民間事業

者のみでは実施困難な都市再生事業

等を進めるに当たっては、事業リス

クの把握・管理及びその精度向上を

図るとともに、必要に応じて、事業の

見直しを行うこと。 

３ 適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

地方公共団体や民間事業者のみで

は実施困難な都市再生事業等を推進

する際には、事業リスクの的確な把

握・管理を行うことが必要であり、採

算性を考慮した上で、以下の通り事

業着手の判断及び執行管理等を行

う。 

① 新規事業着手に当たっては、

機構が負うこととなる工事費、金利

の変動等の事業リスクを十分踏まえ

て経営計画を策定し、事業着手の可

否を判断する。 

② 事業着手後においても、定期

的に、又は土地取得・工事着工等の重

要な節目において、事業リスクの管

理及び採算性の把握等を行い、必要

に応じて事業の見直しを行う。また、

その精度向上を図るため、適宜、事業

リスクの管理手法の見直しを行う。 

３ 適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

地方公共団体や民間事業者のみで

は実施困難な都市再生事業等を推進

する際には、事業リスクの的確な把

握・管理を行うことが必要であり、採

算性を考慮した上で、以下の通り事

業着手の判断及び執行管理等を行

う。 

① 新規事業着手に当たっては、

機構が負うこととなる工事費、金利

の変動等の事業リスクを十分踏まえ

て経営計画を策定し、事業着手の可

否を判断する。 

② 事業着手後においても、定期

的に、又は土地取得・工事着工等の重

要な節目において、事業リスクの管

理及び採算性の把握等を行い、必要

に応じて事業の見直しを行う。また、

その精度向上を図るため、適宜、事業

リスクの管理手法の見直しを行う。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・事業リスクの把握・管理、及びその

精度向上を図るとともに、必要に

応じて、事業の見直しを行ってい

るか。 

・事業の効率性及びその実施過程の

透明性の確保を図るため、適切に

事業評価を実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

① 新規事業着手段階の 21 地区す

べてについて、リスクの抽出とそ

の軽減・分担方策を検討するとと

もに、事業リスクを踏まえた経営

計画等を策定して、事業着手の可

否の判断を行った。 

② 事業実施段階のすべての地区

（令和５年４月１日時点：184 地

区）について、事業リスクの定期

的管理を行い、これを踏まえ、38

地区について事業の見直しを行

った。事業リスク管理手法につい

ては、特段の問題はなく、適切に

運用されていることから、見直し

は行っていない。 

 

 

 

 

 

 

事業評価実施規程等に基づき、新

規採択時評価２件、再評価１件、事

後評価２件を実施した。再評価及び

事後評価については、学識経験者等

の第三者から構成される事業評価

監視委員会の審議結果を踏まえ、機

構の対応方針を決定した。 

 事業評価結果については、情報公

開窓口、ホームページ掲載等により

公表した。 

＜評定と根拠＞Ⅱ-３-（１）（２）、

Ⅱ-４ 

評定：Ｂ 
 

新規事業着手段階の 21 地区すべ

てについて、事業リスク管理手法に

基づき、リスクの抽出・分析を行っ

た上で、関係者との役割分担等のリ

スク軽減・分担方策を検討するとと

もに、事業リスクを踏まえた経営計

画等を策定し、事業着手の可否につ

いての判断を適切に実施した。 
また、事業実施段階の 184 地区す

べてについて、事業リスク管理手法

に基づき、事業の進捗状況等を踏ま

え、採算見通しやリスクの把握・分

析を行った上で、定期的に事業の見

直しの必要性を判断し、38 地区で見

直しを実施した。 
 
 
 
事業評価実施規程等に基づき、新

規採択時評価２件、再評価１件、事

後評価２件を実施した。うち、再評

価及び事後評価については、事業評

価監視委員会の審議を経て対応方

針を決定した。 
 
事業評価結果については、情報公

開窓口、ホームページ掲載等により

公表した。 
 
 

一般管理費については、継続的な

経費の縮減に努めたことにより、平

成 30 年度比で３％以上に相当する

額を削減した。 

 

 （２）事業評価の実施 

 事業の効率性及びその実施過程の

透明性の確保を図るため、適切に事

業評価を実施すること。 

 

（２）事業評価の実施 

個別事業の効率性及びその実施過

程の透明性の一層の向上を図るた

め、機構独自の事業評価規程等に基

づき、新規、事業中及び事後の各段階

に応じて、評価対象となる事業毎に、

事業の必要性、費用対効果、進捗の見

込み等について評価を行う。 

また、再評価及び事後評価に当た

っては、事業評価監視委員会の意見

を踏まえ、必要に応じた事業の見直

し、継続が適当でない場合の事業中

止等の対応方針を定める。 

（２）事業評価の実施 

個別事業の効率性及びその実施過

程の透明性の一層の向上を図るた

め、機構独自の事業評価規程等に基

づき、新規、事業中及び事後の各段階

に応じて、評価対象となる事業毎に、

事業の必要性、費用対効果、進捗の見

込み等について評価を行う。 

また、再評価及び事後評価に当たっ

ては、事業評価監視委員会の意見を

踏まえ、必要に応じた事業の見直し、

継続が適当でない場合の事業中止等

の対応方針を定める。 

 ４．一般管理費、事業費の効率化 

 一般管理費（人件費、公租公課及び

基幹系システム再構築に係る経費を

除く。）について、継続的に縮減に努

４ 一般管理費、事業費の効率化 

一般管理費（人件費、公租公課及び

基幹系システム再構築に係る経費を

除く。）について、継続的に縮減に努

４ 一般管理費、事業費の効率化 

一般管理費（人件費、公租公課及び

基幹系システム再構築に係る経費を

除く。）について、第三中期目標期間

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費（人件費、公租公課及び

基幹系システム再構築に係る経費

を除く。）について、継続的に縮減

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的指標＞ 

一般管理費については、継続的な

経費の縮減に努めたことにより、平
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め、中期目標期間に想定される消費

増税による増加分を経営合理化によ

り吸収した上で、第三期中期目標期

間の最終年度（平成 30 年度）と中期

目標期間の最終年度（令和５年度）を

比較して３％以上に相当する額を削

減すること。 

 事業費については、引き続き、事業

の効率的な執行に努めるとともに、

市場や調達環境の分析を行い、入札

契約方式の見直しや、新たな制度の

導入、調達方法の最適化、発注の効率

化等を推進し、コスト縮減を図るな

ど、コスト構造の改善をより一層推

進すること。なお、都市再生事業及び

賃貸住宅事業については、多様な民

間連携手法を活用し、政策的意義が

高い事業や機構の収益改善効果が高

い事業に重点的に配分すること。 

 

め、中期目標期間に想定される消費

増税による増加分を経営合理化によ

り吸収した上で、第三期中期目標期

間の最終年度（平成 30 年度）と中期

目標期間の最終年度（令和５年度）を

比較して３％以上に相当する額を削

減する。 

また、事業費については、引き続

き、事業の効率的な執行に努めると

ともに、市場や調達環境の分析を行

い、入札契約方式の見直しや、新たな

制度の導入、調達方法の最適化、発注

の効率化等を推進し、コスト縮減を

図るなど、コスト構造の改善をより

一層推進する。なお、都市再生事業及

び賃貸住宅事業において、多様な民

間連携手法を活用し、事業特性やリ

スクに応じた適正な収益を確保する

ことを前提に、政策的意義が高い事

業や機構の収益改善効果が高い事業

に重点的に配分する。 

の最終年度（平成 30 年度）と中期目

標期間の最終年度（令和５年度）を比

較して３％以上に相当する額を削減

する。 

また、事業費については、引き続

き、事業の効率的な執行に努めると

ともに、市場や調達環境の分析を行

い、入札契約方式の見直しや、新たな

制度の導入、調達方法の最適化、発注

の効率化等を推進し、コスト縮減を

図るなど、コスト構造の改善をより

一層推進する。なお、都市再生事業及

び賃貸住宅事業において、多様な民

間連携手法を活用し、事業特性やリ

スクに応じた適正な収益を確保する

ことを前提に、政策的意義が高い事

業や機構の収益改善効果が高い事業

に重点的に配分する。 

に努め、中期目標期間に想定され

る消費増税による増加分を経営合

理化により吸収した上で、第三期

中期目標期間の最終年度（平成 30

年度）と中期目標期間の最終年度

（令和５年度）を比較して３％以

上に相当する額を削減すること 

 

＜評価の視点＞ 

・一般管理費・事業費の効率化につ

いて、適切な経費削減及びコスト

縮減等を行っているか。 

成 30 年度比で３％以上に相当する

額を削減した。 
また、事業費について、令和５年

度は1,096億円分の工事調達を実施

した。 

コスト縮減に向けては、市場動向

調査による適正コストの把握、契約

実績分析による調達の現状把握を

行うと共に、発注効率化に資する既

往の施策を継続実施した。加えて、

入札前に競争参加者と技術交渉を

行う「入札前技術交渉方式」を適用

して工事発注を実施した。コスト縮

減を図りながら工事落札を実現し

た。 

 
 
 
 
 
市場や調達環境の分析、入札契約

方式の見直し、発注の効率化等の各

種施策により事業の効率的な執行

とコスト構造の一層の改善を図っ

た。 
 

以上により、年度計画における所

期の目標を達成していることから、

Ｂ評定とする。 

 
４．その他参考情報 

無し。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－３ 
Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ５ 入札及び契約の適正化の推進 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

－ － － － － － － － － 

  



68 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 ５．入札及び契約の適正化の推進 

機構は国の財政支出や財政投融資

を用いて多額の契約を行い、公共事

業を実施していることから、事業の

実施において、機構に対する信頼性

が確保されるよう、法令順守及び契

約の適正性を確保するための体制の

強化を図るとともに、｢独立行政法人

における調達等合理化の取組の推進

について｣（平成 27 年５月 25 日総務

大臣決定）に基づく取組を着実に実

施すること。 

また、引き続き入札談合等関与行

為の防止対策を徹底するとともに、

監事による監査において、入札・契

約の適正な実施について監査を受け

ること。 

５ 入札及び契約の適正化の推進 

入札及び契約手続における透明性

の確保、公正な競争の確保、不正行為

排除の徹底及び調達の合理化等を推

進し、公共事業を実施する者として

の信頼性が確保されるよう、入札談

合等関与行為を確実に防止する観点

から、引き続き研修等を行うととも

に、必要に応じ更なるコンプライア

ンスの推進や入札及び契約手続の見

直し等を実施する。これらについて

は、「独立行政法人における調達等合

理化の取組の推進について」（平成 27

年５月 25 日総務大臣決定）に基づい

た「調達等合理化計画」において適切

に反映し、毎年度当該計画の策定及

び公表を行う。更に、当該計画の取組

状況について、年度終了後に自己評

価を行い、併せてその結果について

の公表を行う。 

また、入札・契約の適正な実施につ

いて、監事の監査によるチェックを

受けるものとする。 

５ 入札及び契約の適正化の推進 

入札及び契約手続における透明性

の確保、公正な競争の確保、不正行

為排除の徹底及び調達の合理化等を

推進し、公共事業を実施する者とし

ての信頼性が確保されるよう、入札

談合等関与行為を確実に防止する観

点から、引き続き研修等を行うとと

もに、必要に応じ更なるコンプライ

アンスの推進や入札及び契約手続の

見直し等を実施する。また、働き方

改革を推進する観点から入札及び契

約手続の改善を進める。これらにつ

いては、「独立行政法人における調達

等合理化の取組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に

基づいた「調達等合理化計画」にお

いて適切に反映し、当該計画の策定

及び公表を行う。更に、当該計画の

取組状況について、年度終了後に自

己評価を行い、併せてその結果につ

いての公表を行う。 

また、入札・契約の適正な実施に

ついて、監事の監査によるチェック

を受けるものとする。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・「調達等合理化計画」を着実に実施

するとともに、法令順守及び契約

の適正性を確保するための取組を

実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１ 入札談合等関与行為を確実に

防止するための活動 

・公正取引委員会から講師を招聘し

た談合防止研修を実施した。 

・各種研修やｅラーニングを活用し

「発注者綱紀保持規程」等の周知

徹底を行った。 

 

２ 「調達等合理化計画」の着実な

実施 

「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に

基づき、「令和５年度調達等合理化

計画」を策定、公表の上、計画に定

めた発注の効率化に係る施策、調達

コストの最適化及び競争性の確保

等に係る施策、職員の調達制度の理

解度を向上させるための契約業務

研修等の施策、「発注者綱紀保持規

程」等を周知徹底させる施策を着実

に実施した。 

特に、働き方改革を推進する観点

から令和２年度に策定した「コロナ

時代の働き方改革と適切な発注・契

約を両立させる業務改善プラン」に

掲げた発注・契約事務の効率化・デ

ジタル化等の施策を推進し、機構及

び事業者双方の事務負担の軽減と

手続期間の短縮を図った。 

さらに、「令和５年度調達等合理

化計画」に定めた施策に加えて、次

の施策を実施した。 

・調達の社内承認手続について、承

認の視点や責任範囲を明確化し、

業務の水準向上と効率化・迅速化

を推進するため、手続の統廃合や

＜評定と根拠＞Ⅱ-５ 

評定：Ｂ 

 

談合防止研修の継続実施及び「発

注者綱紀保持規程」等の周知徹底を

行い、入札談合等関与行為の確実な

防止を図った。 

 

 

「令和５年度調達等合理化計画」

については、本計画で定めた、発注

の効率化に係る施策、調達コストの

最適化及び競争性の確保等に係る

施策、契約業務研修の実施、「発注者

綱紀保持規程」等を周知徹底させる

施策を着実に実施した。特に、働き

方改革を推進する観点から「コロナ

時代の働き方改革と適切な発注・契

約を両立させる業務改善プラン」に

掲げた電子契約の導入等の施策を

推進し、機構及び事業者双方の事務

負担の軽減と手続期間の短縮を図

った。 

さらに、「令和５年度調達等合理

化計画」に定めた施策に加え、追加

の施策によって、社内承認手続の大

幅な事務見直しとともに、デジタル

技術の導入による事務負担の軽減

を推進するために新たに調達ワー

クフローシステムの開発を進め、大

きな業務改善を図るとともに、職員

の調達に関するノウハウを共有・継

承する環境を整備し、職員の調達に

関する問題解決力及び危機対応力

の向上によって内部統制の強化を

図った。 

また、本計画の策定及び自己評価

に当たっては監事及び外部有識者
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承認者の再設定を行い、見直し対

象手続を定める内規の改正を完

了させた。 

・デジタル技術の導入によって上記

の手続見直しによる業務水準の

維持・向上と事務負担の軽減を推

進するため、体系的な調達事務フ

ローを可視化する機能及び各段

階で発生する社内承認手続の電

子決裁機能を実装する調達ワー

クフローシステムの構築を企画

し、システム要件定義を完了さ

せ、開発を開始した。 

・職員のノウハウを共有・継承する

環境を整備するため、調達に関す

る規程集、マニュアル等、契約手

続に関する書式、各種関連システ

ムへの動線及び研修資料等の情

報を一元化する「調達ポータルサ

イト」をイントラネットに新たに

構築し、事務に関する情報へのア

クセス性を向上させた。 

・職員の調達に関する問題解決力及

び危機対応力の向上を図るとと

もに、公正性・透明性・競争性の

観点のみならず、機構の事業に求

められている使命、事業経営及び

品質確保といった多角的な観点

を加えたバランス感覚を養うた

め、難易度の高い実例をもとに

「最適な発注方法の検討」や「契

約解除等のトラブルが発生した

場合の対応」を行う全編グループ

ワーク型の調達シミュレーショ

ン研修を実施した。 

また、本計画の実施状況について

は、年度終了後に自己評価に当たっ

て監事及び外部有識者によって構

成される契約監視委員会において

自己評価の点検を実施し、併せてそ

の結果について公表を行った。 

によって構成される契約監視委員

会において点検を実施した。 
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３ 入札及び契約の適正な実施 

監事の監査によるチェックを受 

けた。 

 

入札及び契約の適正な実施につ

いて監事の監査によるチェックを

受けた。 

 

 以上により、年度計画における所

期の目標を達成していることから、

Ｂ評定とする。 

 
４．その他参考情報 

無し。 

 
  


